
時間：令和５年２月１日（水）
午後７時～

場所：鳥取県災害対策本部室
出席：知事、副知事、危機管理局、

農林水産部

鳥取県豚熱防疫対策連絡会議



会議内 容

１ 発生状況

２ 死亡いのししの情報

３ 近県での野生いのしし感染確認状況

４ 本県の対応

５ 相談窓口の設置



１ 発生状況

〇１月２７日（金）１３時 八頭町の住民から役場経由で死
亡いのしし発見の通報

〇同日１５時 倉吉家畜保健衛生所CSF・ASF検査施設の
職員が現地採材と消毒を実施

〇倉吉家畜保健衛生所病性鑑定室のPCR検査で豚熱遺
伝子を確認し、１月３１日（火）に国立研究開発法人農
業・食品産業技術研究機構動物衛生研究部門（農研機
構）に材料を送付。（遺伝子解析によるワクチン株との鑑別の
ため）

〇２月１日（水）農研機構の遺伝子解析により、豚熱陽性と
確定



２ 死亡いのししの情報

〇発見日 令和５年１月２７日（金）

〇発見場所 八頭町内の水路

〇発見個体 体長 約９０ｃｍ、雌

〇個体の処分 焼却施設で焼却処分済

〇発見場所の消毒 令和５年１月２７日に実施



いのしし死体発見地点

通報地点

陽性

陰性

ワクチン散布
地点

３ 近県での野生いのしし感染確認状況
※令和4年10月以降に確認された
陽性及び陰性個体の発見地点
※令和４年度前期の経口ワクチン散布実績



40km

※令和4年10月以降に確認された
陽性及び陰性個体の発見地点
※令和４年度前期の経口ワクチン散布実績

通報地点

陽性

陰性

ワクチン散布
地点

10km

隣県での確認地点からの距離

いのしし死体発見地点



感染確認区域（感染いのしし発見場所から半径10km以内）



４ 県の対応（１）

１ 発生情報の周知と注意喚起
・県内１９養豚場に聞き取り。すべて異状なし
・積雪後の侵入防止柵や畜舎の点検、長靴や衣服の交換、車
両消毒の徹底を指示。特に、東部３農場については家畜保健
衛生所が立入して、消毒状況、施設の点検等重点指導実施

２ 緊急消毒
・県内１９養豚場へ消石灰等の消毒薬を配布し、農場出入口、
畜舎周辺の緊急消毒

３ 移動制限等防疫措置（養豚関係対象）
・鳥取県は豚熱ワクチン接種区域であることから、制限区域の
設定や消毒ポイントの設置はしない

４ 県産豚への風評被害対策
・折込チラシ、新聞広告、テレビ等



４ 県の対応（２）

５ 野生いのしし対策
○サーベイランス強化
・野生いのしし死体、捕獲個体の検査の強化

○狩猟者等へのウイルス拡散防止対策の要請
・農林水産省農村振興局長通知に基づき、いのししについて感
染確認区域（感染いのしし発見場所から半径10km以内）の外
への肉等持ち出しの自粛の要請
・捕獲個体の適切な処理（埋却等）
・感染確認区域内での狩猟後は、移動時の洗浄・消毒の徹底
（自動車、器具、靴、衣服等）

○ジビエ利用に関する注意喚起
・ジビエ利用関係者（狩猟者、処理施設）に発生情報の周知
・ジビエ消費に関する風評被害対策
・折込チラシ、新聞広告、テレビ等



６ 狩猟者や登山者、山林内で作業される方への注意喚起

・豚熱ウイルス拡散防止のポスターを市町村及び関連施設へ配布
し、住民や登山者、山林内で作業される方への周知を依頼
・狩猟者へのチラシ配布や県ホームページで注意喚起実施

４ 県の対応（３）
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■生産者の皆さんの相談窓口
鳥取家畜保健衛生所 ０８５７－５３－２２４０ （夜間休日は転送）

倉吉家畜保健衛生所 ０８５８－２６－３３４１ （ 〃 ）

西部家畜保健衛生所 ０８５９－６２－０１４０ （ 〃 ）

■死亡いのししに関する通報窓口
畜産課 ０８５７－２６－７２８６（夜間休日 ０９０-８０６１－９１０９）
各市町村窓口

■野生いのししに関する相談窓口

緑豊かな自然課 ０８５７－２６－７９７９ （夜間休日 ０８５７－２６－７１１１）

中部総合事務所環境建築局 ０８５８－２３－３１４９ （夜間休日 ０８５８－２２－８１４１）

西部総合事務所環境建築局 ０８５９－３１－９６２８ （夜間休日 ０８５９－３４－６２１１）

■ジビエ利用に関する相談窓口
食のみやこ推進課 ０８５７－２６－７８５３ （夜間休日 ０８５７－２６－７１１１）
東部農林事務所 ０８５７－２０－３６５４ （夜間休日 ０８５７－２６－７１１１）
中部総合事務所農林局 ０８５８－２３－３１６３ （夜間休日 ０８５７－２６－７１１１）
西部総合事務所農林局 ０８５９－３１－９７６８ （夜間休日 ０８５７－２６－７１１１）

■平日夜間、休日、祝日相談窓口
防災当直 ０８５７－２６－８１００

５ 豚熱相談窓口（２４時間対応）
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豚熱ウイルスの拡散防止のお願い

■野生いのししの間で豚熱という病気が広がっています。
人に感染することはありませんが、豚に感染して養
豚業に大きな被害を与えます。ウイルスを山から持ち
帰らないようご協力をお願いします。

■ウイルスは土にも含まれるので靴の泥は山で落としま
しょう。

■野生いのししを誘引しないよう、飲食物は捨てずに持
ち帰りましょう。

■山から下りたら、畜産施設に近寄らないようにしまし
ょう。

■野生いのししの死体を見つけたら、市町村又は県庁畜
産振興局畜産課へ連絡してください。
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県民の皆様へ

１ 豚熱は豚熱ウイルスによる豚及びいのしし
の病気であり、人に感染することはありませ
ん。

２ 仮に感染した豚やいのししの肉を食べても
人の健康に影響はありません。県民の皆様に
は安心して豚肉やいのしし肉を食べていただ
くようお願いします。


